
日 薬 業 発 第 3 1 9 号 
                                              平成 28 年 12 月 19 日 

 
 都道府県薬剤師会 担当役員 殿 
 
                                           日 本 薬 剤 師 会 
                                               副会長 乾 英夫 
 
 

セルフメディケーション税制施行に向けた普及啓発等のお願い 
 
 
平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、セルフメディケーション税制につきましては「セルフメディケーショ

ン税制（医療費控除の特例）について（平成 28 年 6 月 20 日付け日薬業発第 132

号）」他でお知らせしたところですが、日本一般用医薬品連合会から本税制に関

して更なる普及啓発等の依頼がまいりました。 

同連合会では来年 1月の本税制施行に向け、対象製品への識別マーク（参考）

を整備し、対象製品製造販売業者においては製品への印字等を進めているとこ

ろですが、本税制の更なる普及啓発に向け、薬局等でのポスター掲示や店頭 POP

等の積極的な活用などについて協力要請がされております。 

また、識別マークの表示品と非表示品の混在が想定されており、非表示品で

あっても本税制の対象となること等の理由から、識別マークの対応有無による

返品・交換の抑制について併せてご理解いただきたいとのことです。 

 つきましては、本会ホームページにおきまして、啓発資材などを提供してい

ますので、貴会会員へご周知下さいますとともにご活用いただきますようお願

い申し上げます。 
 
 
○セルフメディケーション税制に関する資材・資料 
 トップページ ＞ 各種資料 ＞ 資料 ＞ セルフメディケーション税制

に関する資材・資料 
 

http://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi.php?p=20161007 
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